
ながさき次世代高校創生会議 第１回会議 次第

日 時 ： 令和７年１０月１４日（火）

９：3０～１２：３０

場 所 ： 県庁行政棟１階 大会議室C

１ 教育長あいさつ

２ 委員紹介・事務局職員紹介

３ 委員長選出・委員長あいさつ

４ 事務局からの説明

（１）資料２ 県立高等学校再編に係る大綱策定について

   ①高等学校の制度、②長崎県の高等学校の状況

   ③長崎県立高等学校の状況、④長崎県立高等学校改革基本方針

   ⑤これからの県立高校のあり方

（２）資料３ 魅力ある高校づくりに関するアンケート分析結果

   ①高校進学について、②魅力ある高校について、③通学等について

５ 検討依頼事項説明 資料１

６ 協 議

７ 閉 会



ながさき次世代高校創生会議 委員

No 氏名 役職

１ 藤本 登 長崎大学教育学部長

２ 林田 和喜 長崎大学人文社会科学域（教育学系）教授

３ 橋本 優花里 長崎県立大学副学長

４ 松井 信正 長崎総合科学大学副学長

５ 永野 恵
三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

政策研究事業本部 社会政策部 副主任研究員

６ 山下 真司 ベネッセ教育総合研究所 主席研究員

７ 前田 幸輔 西海みずき信用組合 地域振興室推進役

８ 鶴田 貴明 公益財団法人ながさき地域政策研究所理事長

９ 西本 德明 長崎県都市教育長協議会会長(長崎市教育委員会教育長)

10 金﨑 良一 長崎県町村教育長会会長（長与町教育委員会教育長）

11 菅沼 宏比古 長崎県私立中学高等学校協会会長（西海学園理事長）

12 野口 富士男 長崎県公立高等学校PTA連合会会長

13 田川 耕太郎 長崎県高等学校長協会会長（長崎県立長崎東高等学校長）

14 田崎 飛鳥 長崎県 PTA連合会副会長

15 百合野 寿美子 長崎県校長会理事（長崎市立小江原中学校長）

16 柳 まり子 公募委員

17 後藤 満雄 公募委員



日時：１０月１４日（火）　９時３０分～１２時３０分　

場所：県庁行政棟１階　大会議室C
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ながさき次世代高校創生会議 設置要綱

（目的及び設置）

第１条 長崎県における県立高等学校再編（以下「高校再編」という。）の基本的な考え方に

ついて、広く県民各界の意見を求めるため、ながさき次世代高校創生会議（以下「創生会

議」という。）を設置する。

（職 務）

第２条 創生会議は、高校再編の基本的な考え方について協議し、その結果を長崎県教育

委員会教育長に報告する。

（組 織）

第３条 創生会議は、長崎県教育委員会教育長が委嘱する委員（以下「委員」という。）をも

って構成する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から、創生会議の協議結果を長崎県教育委員会教育長に

報告するまでの間とする。ただし、延長を妨げない。

（委員長）

第５条 創生会議には委員長１名を置く。

２ 委員長は、委員の互選によるものとする。

３ 委員長は、創生会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

（会 議）

第６条 創生会議の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。

２ 会議の議長は委員長が当たる。

３ 委員長が必要と認めた場合は、関係者等を招き、意見や説明を求めることができる。

４ 会議には、委員の求めに応じ、その代理者の出席を認める。

５ 会議は、委員（代理含む。）の半数以上が出席（Ｗｅｂ会議システム（映像と音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。）での出

席を含む。）しなければ、開催することができない。

６ 会議は、原則公開とする。ただし、特段の理由がある場合には、協議により非公開とするこ

とができる。

（守秘義務等）

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。

２ 委員は別に定める様式により、誓約書を提出するものとする。



（庶 務）

第８条 創生会議の庶務は、長崎県教育庁高校教育課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、創生会議の運営に関して必要な事項は、委員長が創

生会議に諮って定める。

（附 則）

  この要綱は、令和７年９月１９日から施行する。

   



配布資料一覧

資料１  検討依頼事項

資料２  県立高等学校再編に係る大綱策定について

資料３  魅力ある高校づくりに関するアンケート調査結果

別添資料

１ 離島部・半島部・都市部 分類マップ

２ 長崎県高等学校所在配置図（公立）

３            〃            （詳細情報含む）

４ 長崎県公立高等学校地域別（大学科別）配置状況(令和７年度)

５ 公立高等学校の入学者の状況（令和７年度と５年前、１０年前との比較）

  ６ 現状の学校数を維持した場合の、子どもの数に応じた入学者数

シミュレーション

参考資料

  １ 第三期長崎県立高等学校改革基本方針

  ２ 県立高校の課程・学科の紹介

  ３ 高等学校教育の在り方ワーキング審議まとめ


